
1 
 

地域密着型サービス 

１．地域密着型サービスとは 

 高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活

を継続できるようにするため、身近な市町村で提供されるのが地域密着型サービスです。 

 地域密着型サービスとしては次のサービスがあります。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

（定期巡回・随時対応サービス） 

訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問

と、必要に応じて 24時間随時対応を行うサービスです。 

夜間対応型訪問介護 
24 時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる

夜間専用の訪問介護サービスを行います。 

地域密着型通所介護（※） 
定員 18人以下の小規模なデイサービスセンター等で、入浴や排せつ

などの日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。 

認知症対応型通所介護（※） 認知症の方を対象に、専門的なケアを提供する通所介護です。 

小規模多機能型居宅介護（※） 
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系・宿泊系のサービスを組

み合わせ、多機能なサービスを提供します。 

認知症対応型共同生活介護（※） 

（グループホーム） 
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。 

地域密着型特定施設入居者生活介護 
入所定員 30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居する方のた

めの介護サービスです。 

地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護 

入所定員 30人未満の小規模な介護老人福祉施設（特別養護老人ホー

ム）に入所する方のための介護サービスです。 

看護小規模多機能型居宅介護 

（複合型サービス） 

小規模多機能型居宅介護のサービスに加えて、必要に応じて訪問看護

サービスも提供されます。 

※は町内にある施設 

 

地域密着型サービスは、その地域での生活を 24時間体制で支えるためのものであり、地

域密着型サービス事業者は要介護者等の日常生活圏内（鳩山町内）にサービス提供の拠点

をおきます。 

(１)①原則として、その市町村の被保険者のみがサービス利用可能であり、②指定・指導

監督の権限は保険者である市町村が有する（複数の市町村が指定することで、隣接市町

村などの被保険者の利用も可能） 

(２)市町村（または生活圏域）ごとに必要措置を計画に定め、これを超える場合には市町

村は指定を拒否できる（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介

護および地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のみ） 

(３)地域の実情に応じた弾力的な指定基準・報酬設定ができる 

(４)公平・公正な観点から、(２)(３)には地域住民等が関与するしくみとする（住民等が

関与する機関：地域密着型サービス運営委員会、介護保険事業計画及び老人福祉計画策

定委員会） 
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２．指定介護支援事業所の拡大（令和６年４月１日施行） 

 町では、鳩山町指定介護予防支援事業所運営規程（介護保険法の規定に基づき制定）に

基づき、指定介護支援事業所の指定は、鳩山町地域包括支援センターのみの指定となって

います。 

 この度、介護保険法の改正（令和６年４月１日）に基づき、指定居宅介護支援事業所も

町からの指定を受けて介護予防支援を実施できるようになります。 

 そのため、町では下記の居宅介護支援事業所から、介護予防支援の申し出があった場合

は、申請内容を審査の上、適正であった場合は指定許可を行う予定です。 

№ 郵便番号 所在地 事業所番号 事業所名
指定

（更新）日
指定有効
期限日

備考

1 350-0324 鳩山町大字大豆戸127-1 1173201805 デイサービスねむの木 R1.5.1 R7.4.30
地域密着型サー
ビス

2 350-0302 鳩山町大字大橋984-1 1173200930 グループホームいこいの里 R4.3.15 R10.3.14
地域密着型サー
ビス

3 350-0313 鳩山町松ケ丘4-1-4 1173201359 彩西療養通所介護鳩山 R1.10.1 R7.9.30
地域密着型サー
ビス

4 350-0302 鳩山町大字大橋175-1 1193200233 小規模多機能型居宅介護　飛鳥の郷 R1.11.1 R7.10.31
地域密着型サー
ビス

5 350-0322 鳩山町大字今宿146-1 1193200274 愛の家グループホーム鳩山 R5.2.1 R11.1.31
地域密着型サー
ビス

6 350-0322 鳩山町大字今宿146-1 1193200282 愛の家デイサービス鳩山 R5.2.1 R11.1.31
地域密着型サー
ビス

7 350-0323 鳩山町大字小用554 1193200241 鳩山松寿園デイサービスセンター R2.4.1 R8.3.31
地域密着型サー
ビス

8 350-0324 鳩山町大字大豆戸154-4 1173201771 ケアプランかざみどり H31.3.1 R7.2.28
居宅介護支援事
業所

9 350-0311 鳩山町大字石坂1515-273 1173201821 居宅介護支援事業所ポラリス R1.7.1 R7.6.30
居宅介護支援事
業所

10 350-0313 鳩山町松ケ丘4-1-4 1173201342 彩西ケアプランセンター鳩山 R1.10.1 R7.9.30
居宅介護支援事
業所

11 350-0302 鳩山町大字大橋1066 1113200896 居宅介護支援事業所　麻見江 R5.8.1 R11.7.31
居宅介護支援事
業所

12 350-0314 鳩山町楓ケ丘4-17-7 1173202381 居宅介護支援事業所　ほっとみるく鳩山 R03.8.1 R09.7.31
居宅介護支援事
業所

13 350-0274 坂戸市溝端町8-9 1176001095 レッツ倶楽部北坂戸 R5.2.1 R11.1.31
地域密着型サー
ビス（町外）

14 350-0223 坂戸市八幡1-2-19-101 1176000527 デイサービスはばたき R5.4.1 R11.3.31
地域密着型サー
ビス（町外）

15 350-0463 毛呂山町前久保南3-19-1 1192400008 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サザンケア H31.1.1 R6.12.31
地域密着型サー
ビス（町外）  

鳩山町 

地域密着型 
サービス事業
所 

指定、 
指導・監督 

保険給付 

利用 

利用者 

(4)公平・公正透明なしくみ 
指定（拒否）、指定基準、報酬設
定には、地域住民、高齢者、経
営者、保健・医療・福祉関係者
等が関与 

(1)鳩山町の住民のみが利用可能 
・指定権限は市町村 
・鳩山町の住民のみがサービス
利用可能（鳩山町の同意を得
た上で他の市町村が指定すれ
ば、他の市町村の住民が利用
することも可能） 

(2)地域単位で適正なサービス基盤
整備 

市町村（それをさらに細かく分け
た圏域）単位で必要整備量を定め
ることで、地域ニーズに応じたバ
ランスのとれた整備を促進 

(3)地域の実情に応じた指定基
準、介護報酬の設定が可能 
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３．地域型サービスの指導監督 

 町では、鳩山町地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱に基づき、令和５年度は

３事業所、４サービスの実地指導を行いました。 

 実施内容としては、下記の２点を中心に実施しました。 

 

①運営指導 

・高齢者虐待防止、身体拘束禁止等の観点から、虐待や身体拘束に係る行為及びそれら

が与える影響についての理解、防止のための取り組みの促進について 

・利用者毎のニーズに応じたケアプランの作成からケアプランに基づくサービス提供、

計画の見直しまでを含む一連のケアマネジメントプロセスの重要性について 

・介護職員離職防止に関する従業員の雇用及び従業員に関する研修体制について 

・サービス実施に関する施設整備の状況等について 

②報酬請求指導 

各種加算等について 

・報酬基準に基づいた実施体制の確保 

・一連のケアマネジメントプロセスに基づいたサービス提供 

・多職種との協働によるサービス提供の実施等の基本的な考え方や基準に定められた算

定条件に基づいた運営及び請求について 

 

 実地指導後、各事業所に指導における確認調書（指導事項、注意事項）を送付し、現在

改善内容を提出するよう指導を行っています。 

 

【実地指導実施施設】 

実施 

年度 
施設名 

H27年度 飛鳥の郷 GH花みずき GHいこいの里 

H28年度 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽねむの木   

H29年度 飛鳥の郷 彩西療養通所介護鳩山  

H30年度 鳩山松寿園在宅介護支

援センター 

花みずき（GH、通所）  

R元年度 飛鳥の郷 ポラリス（居宅） 彩西（居宅、通所） 

R2年度    

R3年度 飛鳥の郷 ほっとみるく鳩山  

R4年度 飛鳥の郷 ケアプランかざみどり 麻見江（居宅） 

R5年度 鳩山松寿園デイサービ

スセンター 

愛の家（GH、通所） GHいこいの里 

 

 


